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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。これによって，JIS Q 0067:2005 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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及び製品認証スキームのための指針 

Conformity assessment-Fundamentals of product certification  
and guidelines for product certification schemes 

 
序文 

この規格は，2013 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 17067 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない事項であるが規定内容の理解

の促進のために補足した事項である。 

 

この規格は，製品認証の基礎を説明し，製品認証スキームのための指針を提供するものである。この規

格において“製品”という用語は，“サービス”又は“プロセス”と読み替えることもできる。 

製品が設計，生産，流通，使用及び最終的に処分される間に，購入者，使用者及び社会全体にとっての

懸念を生じることがあり得る。このような懸念は，安全，健康若しくは環境への影響，耐久性，両立性，

又は意図した目的若しくは明示された条件に対する適切性に関係することがある。 

一般的に，これらの懸念は，規格などの規準文書に，要求される製品特性を規定することによって対処

される。 

そして製品の供給者は，製品が規準文書の要求事項に適合していることを実証する責任をもつ。 

供給者にとっては，製品の適合性について，自ら評価及び宣言を行えば十分かもしれないが，それ以外

に，使用者又は規制当局が，力量をもつ公平な第三者による適合性評価の実施を要求することがある。 

製品の規定要求事項が満たされていることの実証についての評価及び公平な第三者の証明を製品認証と

いう。 

この規格は，製品認証スキームの構築及び管理の方法について概要を示すものである。この規格は，製

品の試験，検査，監査など，製品認証の基礎となる共通の評価手法を特定する。 

この規格は，製品認証に関与する者，特に製品認証スキームオーナ又は製品認証スキームオーナになろ

うとしている者が用いることを意図している。製品認証スキームオーナには，次の者を含むことができる。 

a) 製品認証機関 

b) 政府及び規制当局 

c) 購入代理店 

d) 非政府組織 

e) 業界団体及び小売業組合 

f) 消費者団体 

この規格は指針だけを提供しており，要求事項を含んでいない。この規格は，製品認証機関に対する要


